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資本主義社会における老人の生存権にういて

小 川 和 憲
'

1は じ め に

わが国の老人問題は現代 きわめて重大化 しており,今 後人 口の老齢化などの

諸要因 ともあいまって一層激化するものと考えられる。 しか しこうしたきびし

い状態の中で,老 人を中心 とする国民諸階層の強い要求 と闘いによって老人福

祉の面でも大 きな成果が得 られている。例えば年金制度が大幅に改善され,老

人医療費無料制度が実施されたこと,な どがそれである。さらに老人問題の研

究者や老人福祉従事者などの努力によって老人福祉の当面する課題 も明らかに

されっっある。老人の介護における保持的機能 と開発的機能の体系的把握の重

要性,在 宅ケアー,コ ミュニティ・ケアーの重要性,医 療 と福祉の総合的 シス

テム化,特 に病院 と家庭 ・老入ホームとの問の中間施設 とそこにお}ナる リハビ

リテーションの重要性,な どの指摘がそれである。

このような老人福祉 の一定の発展にもかかわらず,わ れわれはそれが老人問

題の根本的解決につながるか,と いうことについては疑問を持たざるをえない。

なぜなら第一に,今 日われわれが当面 している老人問題は資本主義社会におけ

るそれであるが,資 本主義社会において労働能力のない老人が生存権を持つか,

持つ とすればその社会的条件は何か,第 二に,労 働能力のない老人の福祉が国

民的福祉の低水準のもとで高水準でありうるか,言 いかえると老人の福祉が国

民生活の貧困のもとで高水準でありうるか,第 三に,老 人福祉の発展のための

社会的責任,つ まりその財源の負担は誰にあるか,と いった本質的な問題が明

確にされていないからである。 このような本質的問題 を明確にせずには老人間.
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題 の 根 本 的 解 決 は あ りえ ない の では な いだ ろ うか 。

以 上 の よ うな 問 題 意 識 に も とづ き,こ の 小 論 では ヨ ー ロ ッパ 諸 国 の社 会 保 障

制 度 の 発 展 を分 析 す る こ とに よ って,老 人 が 生 存 権 を持 つ に至 った のは 資 本 主

義 の い か な る段 階 に お い て か,そ れ は なぜ か,を 歴 史 的 ・理 論 的 に 明 らか に し,

同 時 に老 人 が 生存 権 を持 つ とす れ ば そ れ は 「労 働 に 応 じた 分 配 」 とい う資 本 主

義 の基 本 原則 の 修 正 を意 味 す るの か,修 正 を意 味 す る とす れ ば そ の限 界 は ど こ

に あ るか,さ らに そ の 限 界 を一 層 押 し広 げ る条 件 は 何 か,と い う こ とを 明 らか

に した い と思 う。

11老 人の生存権の発達の歴史的分析

この節 で は老 人 が資 本 主 義 の い か な る段 階 か ら生存 権 を持 つ に 至 った か,と

い う こ とに つ い て歴 史 的 に み て み よ う。

まず 産 業 資 本 主 義 段 階 に つ い て考 え よ う。 産業 資 本 主義 段 階 に は 社 会 保 険 や

社 会 保 障 が ま だ成 立 して い な か った の で あ るか ら,労 働 者 が 老 後 の 生 活 を維 持

す る た め に は 自己 の貯 蓄 に よ るか,あ るい は家 族 に よ る私 的 扶 養 に依 存 し なけ

れ ば な らな い。 しか し この段 階 で労 働 者 が 自己 の貯 蓄 に よ って 老 後 の 生 活 を維

持 す る こ とが 可 能 で あ った とは考 え られ な い。 なぜ な らエ ン ゲル ス も指摘 して

い る よ うに1,,当 時 の低 賃 金 や 労 働 寿 命 の短 か さか らい って,労 働 不 能 後 の20

～30年 の生 活 費 を 自己 の貯 蓄 に よ って維 持 す る こ とは と うて い不 可 能 で あ った

で あ ろ うか らで あ る。 そ うで あ る な らば 老 後 の生 活 費 は子 供 の賃 金 の 中 に 入 っ

て いた とい うこ とに な る。 しか し老 後 の生 活 が 家 族 に よ って扶 養 され た形 跡 は

ない。.栗 田健 民 に よ る と,19世 紀 後 半 のイ ギ リス では 一 部 の熟 練 労 働 者 は彼 一

人 の収 入 に よ っ てほ ぼ 家 計 を維 持 しえた と考 え られ るが,他 の大 部 分 の よ り低

い 熟 練 労 働 者 や 不 熟 練 労 働 者 の場 合 には 彼 一 人 の賃 金 で家 族 を養 う こ とが で き

ず,子 弟 の賃 金 収 入 が 不 可 欠 で あ った2)。 注 意 す べ きは こ こで家 族 とい う場 合,

1)「 これら(劣 悪な労働条件一筆者)の 影響のために人々はすこぶる早く消耗 してしまう。大て

いのものは40歳で働けなくなる。」,F・ エンゲル.ス「イギリスにおける労働階級の状態」,武 田

隆夫訳,新 潮社,1960年,172ペ ージ。
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そ こに は老 人 は含 まれ て い なか った とい う こ とで あ る。 この 点 は栗 田 氏 の著 書

で は 明 らか に され て い な い が・E・W・ バ ー ジ ェス が ヨー ロ ッパ で 拡大 家族 制

度が 家族 に対 す る保 障 を与 え た の は 産業 革命 前 ま で で あ る,と 指摘 して い る こ

とか ら も明 らか で あ るω。 こ う して 当時 は労 働条 件 が 比較 的恵 まれ た一 部 の 熟

練労 働者 で さえ核 家族 を養 う賃 金 しか与 え られ て い な か った の であ り,ま し て

他 の 大 部 分 の 不熟 練労 働者 は そ れ さ え与 え られ.てい な か った の であ る。 そ の 結

果,労 働 者 出 身 の 老 人 の過 半 は 被散 位 貧 民 に 転 落 して し ま った 。 小 川 喜 一 託 ぱ

19世 紀末 葉 の イ ギ リス で は65歳 以 上 のす べ 七 の男 女 の%が 被 救 恤 貧 民 に転 落 し

て い た と指摘 して い るの。 この こ とは 資 本 家 階 級 や 自営 業 者 を除 い た 労 働 者 世

帯 だ げ を考 え る と,65歳 以 上 の 過 半 数 の 人 々が 被 救恤 貧 民 に転 落 し てい た こ と

にな るだ ろ う。 も ち ろん 被 救 恤 貧 民 に転 落 し て も生 存 す る こ とは 可 能 で あ っ た。

しか し老 齢 に よ り働 く能 力 のな い 貧 民 は 救 貧 院 に 強 制 的 に 入 れ られ た の で あ り,

そ こ では す べ ての 人 権 が 奪 わ れ,囚 人 と して 取 扱 わ れ た の で あ って5),救 貧 法

に よ る保 護 は む し ろ生 存 権 の否 定 で あ った 。 この よ う に考 え る と,産 業 資 本 主

義 段 階 に 老 人 が 生 存 権 を持 って いた とは とう てい 考 え られ ない 。

次 に独 占段 階 以 降 の 老 人 の生 存 権 の発 達 に つ い てみ.てみ よ う。 周 知 の よ うに,

ドイ ツ と イギ リス で社 会 保 険 制 度 が 成 立 した のは19世 紀 末 か ら20世 紀 始 め にか

けて の,資 本 主 義 が独 占段 階 に発 展 しは じめ た 時期 であ る。この社 会 保 険 制 度 の

成 立 過 程 で老 人 の 社 会 的 扶 養 も発 展 しは じめ る。 す な わ ち ドイ ツ に おけ る1889

年 の老 廃 保 険 法,イ ギ リス にお け る1908年 の無 拠 出老 齢年 金 法 の成 立 で あ る。

これ らは いず れ も 当時 の老 齢 貧 民 問 題 の深 刻 化 に対 し て と られ た措 置 で あ り,

老 齢 者 の生 存 権 に与 え た制 度 的 影 響 は大 きい6)。 しか しそ れ らが 実 際 に高 齢 者

2)栗 田健 「イギ リス労働組合史論」,未来社,1963年,36ペ ージ。

3)E・W・ バージェス編 「西欧諸国における老人問題」,森幹郎訳 社会保険出版社,1975年,39

ページ。

4)小 川喜一 「イギ リス社会政策史論↓ 有斐閣,1961年,202ペ ージ。

5)エ ンゲルス,前 掲書,285-290ペー ジ.

6)岸 本英太郎氏はイギ リスの無拠出年金制度について,「一定の条件を具備する老齢者にたい し.
コ コ

無拠出の年 金 を権利 として与 えた こ とは画期的 であ り,救 貧法解体 の歩 を大 きく進 めた もの.Cあ

った。」 と指摘 され ている.岸 本 「社会政策 」第5版,ミ ネル ヴァ書房,1968年,㌔144ペ ージ。
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の救 済 に果 した役 割は 非 常 に制 限 され て いた 。 そ れ は ドイ ツ の場 合 には 老 齢 年

金 の 受給 者 が きわ め て限 られた た め で あ り7),イ ギ リス の場 合 に は無 拠 出年 金

制 度 が資 力調 査 を伴?た こ と,年 金 額が 非常 に低 く1救 貧 法 と事実 上か わ らな

か った こ とに よ る8)。 そ の 結果 老齢 貧民 の状 態 は い っ こ うに改 善 さ.れず,例 え

ば イ ギ リスで は 「ラ ウン ト リー氏 が1936年 に ヨ ー ク市 で調 査 した とこ ろ に よ る

と,老 齢 に よ る貧 困 は 他 の 原 因 に よ る貧 困 よ り もは るか に 深 刻 な も の で あ っ

た。」9)と い う状 態 が依 然 として 続 い て いた の で あ る。 こ の よ うに独 占段 階 に入

っ て老 人 問 題 が 深 刻 化 す る に と もな い彼 らに対 す る救 済 制 度 が 発 暈 して くるが,

しか しそ の実 態 は な お きわ め て貧 弱 で あ った。 した が って独 占段 階 に は老 人 の

生 存 権 の確 立 の端 初 が形 成 され て く るが,し か しな お 生存 権 は 確 立 して い な か

った とい え る。

最 後 に 第二 次 大 戦 後 の 国 家 独 占 資 本 主 義 段 階,特 に 最 近 の ヨ ー ロ ヅパ 諸 国 の

老 人 の 社 会 的 扶 養 の 発 展 に つ い て み て み よ う。 第 二 次 大 戦 後,資 本 主 義 諸 国は

イ ギ リス のベ ヴ ァ リッジ ・ブ ラ ンに典 型 的 にみ られ る ご と く,戦 後 の復 興 に労

働 者 階 級 を積 極 的 に参 加 させ る こ と,階 級 闘 争 を緩 和 す る こ とを 目的 と して,

また 世 界 労 連 を 中心 と した労 働 者 階 級 の社 会 保 障 に対 す る闘 い も強 ま った こ と,

な どに よ り社 会 保 障 制 度 の体 系 的整 備 を進 め た。 しか し老 人 に対 す る社 会 的 扶

養 が 不 十 分 な が ら もほ ぼ確 立 しっ っ あ るの は最 近 に な って か らで あ る。 イ ギ リ

ス で は1965年 に実 施 され た'「退 職 年 余 受給 者 ρ経 済 そ の 他 の 諸 事情 に 関 す る調

査1に よ って85万 人 の老 人 が 国 民 扶 助 に よ る基 準 以 下 の 所 得 で 生 活 して い なが

ら,保 護 を うけ て い な い こ とが 明 らか と な った 。 そ の た め 「1966年 社 会 保 障 省

法 」1とよ って従 来 の慈 恵 的 な国 民 扶 助 か ら補 足 給 付 へ と名 称 が 改 め られ,と く

に 老 齢 老 に 対 す る補 足 年 金 の受 給 条 件 が 著 し く緩 和 され た10)。 また 国 民 保 険 の

退 職 年 金 も1965年1月 と67年10月 に大 幅 た引 き上 げ られ,1974年 に は物 価 ・賃

金 に対 す る完 全 な 自動 ス ライ ド制が と られ る よ うに な り,ま た1970年11月 か ら

7)近 藤文二 「社会保険↓ 岩波雷店,1963年,126-127ペ ージ。

8)岸 本,前 掲書,244ペ ージ。

9)ベ ヴァDジ 「社会保険および関連サービス⊥ 山田雄三監訳,至 誠堂。1969年,139ペ ージ。
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無.拠出制 の老 齢 年 金 が80歳 以上 のす べ て の老 人 に 国民 保険 基金 よ り支払 われ る

よ うに な り,さ ら に老 人 に対 す る年 末 一 時金 の支 給 も1972年12月 か ら実 施 さ れ

る よ うに な っ た1D。 フ ラ ン ス も同様 で,一 般 民 間 労 働 者 を対 象 とす る拠 出制 の

一 般 制 度 の平均 給 付 額 は1969年 当時2
,959フ ラ ンで、 最 低 賃 金(SMIG)7,207フ

ラ ン の41.1%に しか な らなか った ・ そ のた め1975年 か ら年 金 額 の 算 出 方 法 が 改

め られ,完 全 年 金 の場 合65歳 で年 金 の受給 を 開 始 す る と,自 己 の被 保 険者 期 間

の う ち最 も高 い賃 金 を取 得 した10年 間 の平 均 賃 金(再 評価 あ り)の50%に 相 当

す る年 金 額 が 支 給 され るこ とに な った。 そ め他,拠 出 制 の年 金 額 が低 い者 とか,

拠 出 してい なか った 者 には 老 齢 手 当制 度 と国 民 連 帯 基 金 か らの補 足 手 当 が支 給

され,そ の結 果,1974年1月 現 在 の フ ラ ンス に お け る老 齢 保 障 の最 低 額 は年 額

6,300フ ラ ン(単 身者 、65歳 以 上 の妻 が い る場 合 に は9,300フ ラ ン)と な り,か な ,
ト

り高 く な っ て い る。 ま た 従 来 著 し く低 か った 自 営 業 者 の 年 金 額 も急 速 に 改 善 さ

れ っ っ あ るIZ,。 さ ら に 老 人 福 祉 が 最 も発 達 し て い る 国.と し て ス ウ ェ ー デ ン を あ

げ る こ と が で き る。 し か し ス ウ ェ ー デ ン で も 社 会 保 障 制 度 が 大 き く発 展 した の

は1960年 代 で あ る1a)。 こ の 国 で は す べ て の 高 齢 者 に 権 利 と して 与 え ら れ る 基 礎

年 金 額 は1977年 現 在 単 身 者 で13,420ク ロ ー ナ,夫 婦 で21,890ク ロ ー ナ(日 本 円

で は そ れ ぞ れ6万8千 円,11万1千 円)が 与 え ら れ,そ の 上 に ス ウ ェ ー デ ン有

業 人 口 の80%が カ バ ー さ れ て い る 国 民 追 加 年 金 制 度(被 雇 用 者 は 無 拠 出)が あ

り,こ の 国 民 追 加 年 金 と基 礎 年 金 で,ス ウ ェ ー デ ン の 既 婚 者 世 帯 の50%以 上 が

月 額27万 円 の年 金 額 が 支 給 さ れ,さ ら に 年 金 収 入 し か な い 老 人 に は 住 宅 手 当 が

支 給 さ れ る の で あ ξ14)。

以 上 の よ う に,現 代 の ヨ 一 口.ヅ パ 諸 国 の 老 人 の 社 会 的 扶 養 は ま だ 多 く の 問 題

10)田 中寿,イ ギ リス社会保障政策 の動 向,「 レフ ァレンス」255号,1972年7月,20-21ペ ージ。

11)一 国光弥,イ ギ リスの社会保障 の最近 の動 向,「 季刊社会保障研究」第12巻2号,1976年9月,

2-8ペ ージ.

ユ2)上 村政 彦,フ ランス社会保6D最 近 の動向,「 季 刊社 会保障研究 」第10巻3号,工974年12月,82

-83ペ ー ジ。

.13)川 口弘 「福祉 国家 の光 と影」第3版,日 本経 済評論社,1974年.217ペ ージ。

14)川 口弘,現 代福祉 国家 の経済的側面,「 季刊社会保障研究1第 工3巻2号.1♀77年9月.4-5

ページ。

＼
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が あ り,給 付 水 準 もス ウ ェー デ ン を除 く と十 分 とは い え ない(こ れ に つ い て は

後 述す る)が,基 本 的 に はほ ぼ確 立 されっ っ あ る とい え るだ ろ う。 そ れ は 一 言

で い う と,従 来 の よ うに拠 出 を要 件 と して給 付 す るの では な く,拠 出 の有 無 に

か か わ らず,国 民的 最 低 限 を保障 す るの は 国家 の義 務 で あ り,ま た 保 障 され る

の は 国 民 の 基本 的権 利 で あ る,と い う考 え方 で あ る㈲。

'III老 人 の 生 存 権 の 発 達 の理 論 的 分析

第二 節 で み た よ うに,老 人 の生 存 権 が 発 展 しは じめた の は独 占段 階 以 降 で あ

り,そ れ が ほ ぼ 確 立 した のは 第二 次 大 戦 後 で あ った 。 こ の節 で は独 占段 階 以降

に 老 人 の生 存 権 が 発 展 す る経 済 的 必 然 性 につ い て分 析 す る。

生存 権 と い う 場 合,そ の 法 律 的 分 析 に つ い て は 多 くの す ぐれ た 文 献 が あ

る16)。 しか.し人 々が 法 律 上 の生 存 権 を持 つ と して もそ の経 済 的 裏 つ げが な い 限

り,そ れ は 単 な る プ ロ グラ ム規 定 にす ぎ な くな る で あ ろ う。.した が って生 存 権

を実 体 あ る もの に ま で高 め る た め に は経 済 的 分 析 が 不 可 欠 な の で あ る。 そ こで

以 下 老 人 の生 存 権 の発 達 に つ い て経 済 理 論 的 に考 察 す る こ とに す る。

従 来 の研 究 で老 後 の生 活 問題 が 経 済 理 論 的 に と りあ げ られ た の は,老 後 の 生

活 費 が 労 働 力 の価 値 に含 まれ る とい え るか否 か の 論争 に お い て で あ る。 す なわ

ち岸 木 氏 は,労 働 力 の価 値 の 大 き さは 労 働者 お よび そ の 家 族 の 生 活 費 で あ り,

そ れ は 生理 的 な 竜の で は な く,歴 史 的 ・社 会 的 な もの で あ り,そ して そ れ は 熟

練 の育 成 費 だ け で な く,災 害 ・疾 病 ・失業 ・老 齢 に よ る労 働 不 能 の 場 合 の 生 活

15、 この点について高橋武氏は 「今日の社会保障にあっては,拠 出 と給付との関係性は.私 保険の

ように義務と権利 との裏腹の関係ということではなくなった。拠出は依然として義務であって も

それはもはや給付への権利や 給付水準を大 きく左右するがごとき機能は与えられなくなった。」

と指摘している。高橋,社 会保障における年金制度の問題点.「季刊社会保障研究」第1巻1号,

17ページ,ま た川口氏 もスウェ.一デンの社会福祉制度の基本的考え方 として,「少1965年6月,

なくとも国民的合意によって認められたナショナル ・ミニマムとしての最低限度の福祉は所得 と

財産の大小や労働能力の大小いかんにかかわらず,す べての国民に保障されるべきものであり,

その保障は国民の基本的権利だという観点であろう。」 と指摘 している。川口,前 掲雑誌3ペ
ージ.

弄6)例 えば小林直樹,生 存権理念の展望,「法哲学四季法」第4号.1949年11月,高 柳信一 生活

権思想の展開,岩 波講座 「現代都市政策」V,1973年 。

＼
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費 も含 まれ る17},と され る。、この 見 解 に対 して徳 永 重 良 氏 が 批 判 され て い る。

そ れ に よ る と,労 働 者 が 上 述 の よ うな事 故 に落 ち入 った 場 合,「 生活 水 準 の切

り下 げ を余 儀 な くされ,時 に は 廃 疾,死 亡,被 救 恤 民 へ の転 落 」 を しい ら れ,

「労 働 者 と して の地 位 か ら引 退 す る こ とを強 制 させ られ る」 の で,労 働 不 能 な

い し中断 の さい の 生存 費 を労 働 力 の価 値 に 含 め るの は 不 適 当 で あ る と し,岸 本

氏 の誤 りは 「労 働 運 動 に媒 介 され っ っ 特 定 の時期 以 降,歴 史 的 に 形 成 され て き

た もの(社 会 政 策 や 福 利 施 設 一 筆 者)が,ア プ リオ リに 本 質 次 元 に混 入 され 」,

そ の た め 「労 働 力価 値 とい う概 念 が 当為 の概 念 にな って い る こ と」励 であ る と

され る。 こ の点 につ い て は徳1永氏 の指 摘 が正 しい で あ ろ う。 前 述 した よ う に,

産 業 資 本 主 義 段 階 には 老 人 は生 存 権 を持 た なか った の で あ り,老 後 の 生 活 費 が

労 働 力 の価 値 に含 まれ て いた とは考 え られ な い。 岸 本 氏 の い わ れ る ご とく,労

働 力 価 値 の大 き さは 単 に生 理 的 な もの だ け で な く,歴 史 的 ・社 会 的 な もの であ

る として も,ま た 熟 練 の育 成 費 だ け で な く,災 害.・疾 病 ・失 業 ・老 齢 に よ る労

働 不 能 の場 合 の生 活 費 を含 む と,して も,そ れ らが どの程 度 ま で労 働 力 の価 値 に

含 まれ るか は 生 産 力 の発 展 と,そ の敵 対 的 ・無 政 府 的 性 格 が 労 働 者 階 級 に及 ぼ

す 影 響,そ して 労 働 者 階 級 の闘 争 力 に依 存 す る可 変 的 な大 き さで あ って,そ れ.

らが 無 条 件 に 労 働 力 価 値 に 組 み 入 れ られ る の では な い の で あ る。 しか し他 方 徳

永 氏 の 見解 では,独 占段 階 以 降 に老 後 の生活 費 が 労 働 力 の価 値 に組 み入 れ られ

る のか,組 み 入 れ られ る とす れ ば そ れ は なぜ か,と い う こ とが 明確 で な い。 し

た が っ て こ の点 につ い て分 析 す る必 要 が あ る。

筆 者 は 別 稿(「 労 働 力 価 値 の 変 動 の 理 論 的 分 析 」・ 「経 済 論 叢 』121巻1・2

号,「 労 働 力 価 値 の 変 動 の歴 史 的 分 析 お よび そ の下 限 の計 測」・ 同121巻3号)

で 労 働 力 価 値 は 長期 傾 向 的}ヒは 上 昇 す る こ と,労 働 力 価値 とそ の 価 格 で あ る賃

金 の乖 離 とい う現 象 が 生 じた の は 独 占段 階 以 降 で あ り,国 独 資 段 階 には こ の乖

離 が一 層 大 き くな る こ と,そ の結 果,独 占段 階 以 降 に 社 会 保 険 や 社 会 保障 が 発

17)岸 本,窮 乏化法則 と労働者階級,「 経 済研 究」第9巻3号,1958年7月.199ペ ージ。

18)徳 永重 良 「労働問題 と社会政策論 」,有 斐閣,1970年,8ひ一8エ ペー ジ。
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戻 す る経 済 的 必 然 性 が あ る こ とを 明 らか に した 。 労 働 力価 値 の変 動 の詳 しい理

論 的 内 容 につ い て は上 述 の論 文 を参 照 して い た だ き,こ こで は老 人 の 生存 権 と

い う小 論 の テ ー マ に直 接 関 連 す る こ とに つ い て の み 言 及 す る。

まずはじめに労働力の価値について簡単に説明しよう。労働力の価値 ≒は,

ある特定の社会}こおいて労働者 とその家族が生活するうえで必要不可欠な.生活

必需品の価値であり,そ れば単なる肉体的 ・生理的条件によって規定され るの

みならず,.文 化的 ・歴史的諸条件によっても規定され る。そしてその大いさは

基本的には生産力の発展に規定.され,あ る特定の社会ではその生産力段階に照

応 して一定の客観的な生活様式と生活水準が形成される。労働者は賃金によっ

てこの生活水準を維持するのであるか ら,賃 金 と労働力の価値は基本的には一

致すると考えなけれぼならない。 しか し生産力の発展が著 しい時期には労働者

の欲望水準を著 しく上昇せ しめ,新 しい商品の禦用 を強制 しながらぞの生活様

式を急速に変革する。 こうした時期には生活必需品の価値が賃金を大幅に上ま

わる.ようになる。その場合労働者は一方でその闘争を強め,ま た家族の多就業

によって収入を増加させなが ら,他 方では家族規模の縮少(産 児制限,老 人切

り捨てによる核家族化。なお労働力の価値 と価格の乖離による産児制限につい

ては拙稿 「発達 した資本主義諸国における出生力低下 とその社会経済的要因に

ついて」、r経 済論叢』121巻6号 を参照 していただ きたい)と いった生活構造

そのものを変.化させ ることによって賃金を労働力の価値に一致させようとする

のである。

次に労働力価値 と価格の乖離 という現象がなぜ独占段階以降に生 じたか とい

うことについてみてみよう。

資本主義は巨大な生産力の発展によって生活必需品の価値 を低下させ,機 械

の利用によって熟練を分解 し,婦 人p児 童労働を採用 し,相 対的過剰人 口を累

積 させ,さ らに賃労働者化により家族規模を縮少させて労働力の価値低下,価

値分割を押し進める。 しか し他方ではこの同 じ要因が労働力の価値を上昇させ

る。生産力の発展は労働者が入手する生活必需品の量を増大させ,自 営業の分
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解 は その 低 生 活 水 準 の 賃 金 の死 錘 と.して の機 能 を解 体.させ,婦 人 の労 働 力化 は

家 庭 内の 様 々 の仕 事 を外 部 に依 存 させ る こ とに よ って貨 幣 支 出 を増 大 させ る、

さ らに賃 労 働 者 化 に よ る世 帯 の構 造 的 変 化は 生産 力 の敵 対 的か っ無 政 府 的発 展

とあ い ま って,災 害 ・疾 病 ・失 業 ・老 齢 な どの事 故 に対 す る抵 抗 力 を弱 め る。

しか し産 業 資 本 主 義 段 階 に は生 産 力 の発 展 は まだ 低 く,生 産 力 の大 きな 発展 が

あ る場 合 で も労 働 者 階 級 が 階 級 と して未 成 熟 で,そ の 力 も弱か った 正9)ため に,

彼 らが消 費 し うる 商品 量 は な お 少 な か った。 ま た 自営 業 もま だ 広範 に残 存 して

お り20>,さ らに有 効 な 社会 立法.は皆 無 とい って よい 状 態 で2D、 依 然 と して 「貧

困 ・労働 苦 ・奴 隷 状態 ・無 知 ・粗暴 ・道 徳 的 晴落 の蓄 積」22)と い った前 近代 的

な生 活 水 準 とそれ ほ どかわ らな い状 態 が 続 い て い#の で あ る。 こ う した 労働 者

階 級 全体 が 「古典 的貧 困」 の も とで あ え い で い る状態 の 中 で は老 人 が生 存 権 を

もち え なか った の は 自明 で あ ろ う。

そ れ に対 して独 占段 階 以 降 に は労 働 力価 値 を上 昇 させ る要因 が飛 躍 的 に高 ま

る。 生 産 と資 本 の集 積,集 中,不 等 価 交 換 に よ り農 業 や都 市 自営業 が解 体 し,

そ の生 活 水準 の上 昇 一 生活 の都 市 化 が著 し く進 む 。 労 働者 階級 の闘 争 力 も高 ま

り助,そ の 生活 水準 も 上 昇 す る。 特 に 国独 資 段 階 で は い わ ゆ る 「有効 需 要 創

19)戸 塚秀夫氏によると,19世 紀中葉のイギリス綿工場では18歳未満の年少者と18歳以上の婦人労.

働者は全労働者の70～80%に 達し,ま た男子不熟練労働者 も一部の熟練工のもとに下請工 として

従業していた。そのために労働者の団結が困難で,そ の闘争力 もきわめて弱かったと考えられ⇔。

戸塚 「イギ リス工場法成立史論」,未来社,1966年,150ペ ージ。

20)相 沢与一氏はイギリス最低賃金法が成立する歴史的過程を分析することによって,婦 人 と児童

を主とする豊富なテープ・レーバーの存在により,広範な小工業 ・.家内工業が下請制度りもとに

存在していた,と 指摘 している。相沢 「現代最低賃金制論」,労働旬報社,1975年,75-76ペ ー'
ジ。

21)小 川喜一氏 は1834年 の救貧法 は 「労働 能力を持つ 貧民」 に対 しては一切の院外 救助 を拒否 し,

院内救助 も最 も屈辱的 な条件 でしが与 え られず,し たが ってそれは貧民救 済策 とい うよ りも低賃

金労働者創 出策 であった,と 述 べ られ ている。 小川,前 掲書,144ペ ージ。 また戸塚氏は工 場法

について,そ の保護は児童 ・年少者 ・婦人 に限 られ た こと,そ れが適用された業種は繊維業 など

数種類 に限 られた こと,制 度 の実施上 で も工場監督 官の不足 や軽 い罰金制度 などの問題 点 を指摘

してい る。戸塚,・前掲書,285-300ペ ージ。 これ らの指摘 か らもわか るよ うに,当 時 の社会 立法

の労働者保護 に及ぼす効果 はあま り大 きくなか った と考 え られ る。

22)マ ル ク.ス「資本論」第1巻2分 冊,大 内 ・細川監 訳,大 月書店,1968年,840ペ ージ。

23)イ ギ リス におい て労働組合 の力が強 ま った のは19世 紀末 であ る。例 えば コールは19世 紀最後 の

20年 間 に労 働組合運動 に大 きな変化 があ らわれ,「 新 しい組合が,次 々に多 くの職業 に作 られ/
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出」の名のもとにデモソス トレーシコソ効果による労働者の消費欲望の意図的

拡大がはか られ,そ の生活水準は著 しく上昇する。 さらに独 占価格とインフレ

ーションにより老後の生活設計が不可能 となり,教 育費,住 居費,医 療費,レ

ジャー費,租 税などの非弾力的費用が家計を圧迫し,共 稼 ぎの増大,世 帯人員

の一層の縮少を招 く。また科学技術の著しい罪展 とその敵対的利用によって労

働災害,公 害,交 通事故の激増などの 「事故の社会化」 といわれる現象が脆弱

化した家庭を一挙に崩壊せ しめる。これ らの諸要因は相互に関連 しており,例

えば共稼ぎの増大によって保育所などの社会施設が必要 となり,世 帯人員の縮

少は老人問題や障害者問題を顕在化 させ,そ れがまた各種の社会的施設の増大

を必要 とさせるとい った ごとくである。要するに,独 占段階に入 って労働力価

値が累積的に上昇す る結果,賃 金 との乖離がきわめて大 きくなり,賃 金だけで

は生活できない,い わゆる 「自助原則の崩壊」 といわれる現象が広範に進行す

るのである。 ここにこそ独占段階に入って,こ とに国独資段階に至っそ社会保

険や社:会保障,そ して社会的共同消費手段などの公的サービスが発展せざるを

えない経済的根拠があるのである。

以上に述べたように,独 占段階以降,こ とに国独資段階に.至って労働力価値

と賃金の乖離が恒常化 し,老 人の私的扶養が困難 とな り,そ のために老後の生

活が社会的に扶養されぎるをえなくなるのである。 ここで注意すべきは,単 に

老人の私的扶養が困難であるといったことだけではその費用の労働力価値への

組み入れ一社会保障の発展につながらないということである。老人の私的扶養

が困難であらたのは産業資本主義段階でも同じであ り,そ こでは社会保・障の発

展 も老人の生存権の発達 もなかった。労働者階級が無権利で貧困な状態のもと

ではこれらは発展しえないのである。第二次大戦後それちが発展したのは私的

扶養が困難になったという条件の他に,生 産力水準が飛躍的に高まった こと,

労働者階級の闘争力が強化され,社 会的権利 も高まってその生活水準が著 しく

＼ てい った.労 働組合運動 は飛躍的に その強 さを増 した 。」 と指摘 してい る。G・D・H・ コール

「イギ リス労働運動史」皿,林 ・河上 ・嘉治訳,岩 波書店,1957年,5ペ ー ジ。
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上 昇 した こ と,し か しそ の こ とに よ って か え っ て生 活 基 盤 が脆 弱 化 した こ と}

とい らた諸 事 情 に よ るの で あ る。 す な わ ち,労 働 者 の 生活 水準 が 上 昇 し て賃 金

との格 差 が大 ぎ くな り,そ 爾結 果,彼 らの生 活基 盤が 脆 弱 化 し,貧 困 へ の転 落

の 危 険 性 が 老 人 や 障 害 者 な どの特 定 の人 々 の 問題 で は な く,す べ て の 国 民諸 階

層 の 問 題 とな った こ と,そ のた め に 国民 的 最 低 限 の生 活(ナ シ ョナ ル ・ミニ マ

ム)の 保 障 を求 め る運 動 が 高 ま り,そ の 保 障 が 国 家 の義 務 と.なる に至 った こ と,.

そ して この最 低 限 の生 活 の 保 障 が 確 立 され,か っ そ の 水 準 が 高 ま っ て くる につ

れ て,老 後 の生 活 も この最 低 限 の 生活 水 準 に 規 定 され,そ の結 果,老 人 の生 存

権 が 確 立 して くる の で あ る。 した が って老 後 の 生活 費 が 労 働 力 の価 値 に組 み 入
　

れ られ,老 人 が 生 存 権 を もっ た め に は,労 働 者 階 級 全 体 の生 活 水準 の上 昇 と画

民 的 最 低 限 の生 活 保 障 の確 享 が 不 可 欠 な の で あ る。

次 に 問 題 と され るべ きは,上 述 の よ うに資 本 主 義 社 会 で老 人 が 生 存 権 を もつ

よ うに な る とす れ ば,そ れ は 資 本 主 義 の基 本 的 な分 配 原 則 で あ る 「労 働 に応 じ

た 分配 」.とい う原 則 とい か な る関 係 に あ るか,と い う こ とで あ る。

抽 象 理 論 的 に は資 本 主 義 の も とで は労 働 者 は資 本 家 に 自己 の 労働 力 を販 売 す

る こ とに よ って の み生 存 し うる.し た が って労 働 能 力 の な い人 ・々は 生存 しえ な

い こ.とに な る。 しか し前 述 した ご と く,第 二 次 大 戦 後 の ヨー ロ ッパ諸 国 で は老

人 の生 存 権 は 重が りな りに も確 立 され っ っ あ る。 これ は 「労 働 に応 じた 分 配 」

とい う.原則 か らす れ ば どの よ うに 理 解 す べ き で あ ろ うか 。 筆 者 は 今 日 では,こ

の 「労 働 に応 じた 分 配」 とい う原 則 は 部 分 的 に 修 正 され っ っ あ る と考 え る。 そ

れ は先 に もみ た よ うに,現 代 の労 働 者 生 活 は労 働 力価 値 の累 積 的 増 大 の結 果,

もはや 賃 金 の み で は生 活 しえ な くな って きて い るか らで あ る。 す な わ ち,賃 金

は な お 「労 働 に応 じな分 配 」 とい う原 則 に よ って支 払 わ れ て い るが,も はや 今

日では 賃 金 は 労 働 者 の生 活 必 需 品 の一 部 を賄 い うる にす ぎず,他 の部 分 は社 会

保 障 や 社 会 的 共 同 消 費 手 段 に よ っ て補 完 され ざ る を え な くな って い る。 そ して

これ ら の公 的 サ ー ビスは 「労 働 に応 じ て」 では な く,「 必 要 に応 じ て」 とい う

側 面 が 強 くな ら ざ る を え ない29。 そ れ は 前 述 した よ う に,年 金 の給 付 が 拠 出 を
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要 件 と しな くな り,拠 出 の 有 無 に か か わ らず 国 民 的 最 低 限 を保 障 す る のは 国 家

の 義 務 で あ る,と い う考 え方 が 強 ま って い る こ とか ら も明 らか で あ る。

要 す るに,「 労 働 に 応 じた 分 配 」 とい う原 則 が どの程 度 ま で修 正 され るか は

国 民 的 最 低 限 の 生 活 保 障 が い か な る 水 準 に あ るか に よ って 規 定 され て お り,

後 者 の水 準 が 高 けれ ば 高 いほ ど 「労 働 に応 じた 分 配 」 ζ・い う原 則 が 修 正 され,

「必 要 に応 じた分 配 」 とい う原 則 ゐ比 重 が 高 くな る の で あ る。

IV資 本主義における老人の生存権発達の条件

第二節 と第三節でみたように,歴 史的にみても独 占段階以降,こ とに国独資

段階に老人の生存権は発達したし,理 論的にもそうならざるをえない経済的必

然性が明らか となった。また老人の生存権の発達の根拠は国民的最低限の生活

保障の確立 とそれによる 「労働に応じた分配」 とい う原則の修正,「 必要に応

じた分配」 という原則の比重の拡大にあることを明らかにした。 しか し問題は

こ.の「必要に応 じた分配」の原則が資本主義のもとで無制限に拡大されること

はありえないということである。第一に,資 木主義のもとでは労働者の基本的

生活維持手段は賃金であ り,そ うでなけれぼ労働者は労働を拒否し,そ の結果,

賃労働制度は崩壊するであろうからである。第二に,同 じことであるが,労 働

能力のない人々の福祉水準はそれのある人々の福祉水準を決 して超えることが

で きないか らである。もし労働能力のない人々の福祉水準がある人菱のそれを

超えるとすれば,や はり労働者は労働を拒否 し,賃 労働制度は崩壊する。第三

に,社 会保障などの公的サービスは資本家の負担を別 とすれば労働者の賃金か

ら支払われ るのであるが,そ の拠出金(租 税.も含む)の 賃金からの控除には後

述するように限界があるからである。第四に,所 得比例年金制度にみられるご

24)7ラ ンろの国 独資研究者 達は,.「現代の国家独 占資本主義 の もとでは.賃 金 は労働 力の価値 め

基本 的部分 であ る.にせ よ,.一 部をあ らわすにす ぎず,し か も… …そ の比重 は減 少傾 向をた どる」

とし,他 の一部 は 「集 団的形態」の給付 となるが,そ の決定基準は 「賃金 の場合 と異 な り,人 民

の直接 の必要性 によってい る。」 とする。 高木督夫,賃 金へ の独 占 と国家 の圧迫,小 林勇編 「現

代 の労働組 合運動」1,木 月書店,ユ971年,307ベ ージ。
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と く,い ま なお 拠 出 に応 じた 給 付 とい った 一 種 の 「公 平 主 義 」 の原 則 を排 除 し

え ない か ら で あ る。 この よ うに資 本 主 義 の 悉 とでは 「必 要 に応 じた 分 配 」 には

一 定 の 限 界 が あ るの で あ るが
,こ の 限 界 を押 し広 げ る こ とは 可 能 で あ る。 そ の

た め に は 各 国 の 老 人 扶 養 の 問 題 点 を分 析 す る必 要 が あ る。 そ うす る こ とに よ っ

て 「必 要 に応 じた 分 配」 の 一 層 の 拡 大 を阻 止 して い る もの は 何 か,そ してそ の

拡 大 をは か るた め の 条件 は 何 か,と い う こ とが 明 らか に な るか らで あ る。.

前 述 した よ うに,ヨ ー ロ ッパ諸 国 の老 人 の 社 会 的 扶 養 は 着 実 に 前 進 しつ つ あ

るが,な お 多 くの 問題 が あ る。 そ の 中 で も こ こで と りあ げ た い の は 第 一 に給 付

水 準 の 問題 で あ り,第 二 に費 用 負担 の 問題 で あ る、 イ ギ リス で は退 職 年 金 の給

付 水 準 は1963年3月 に単 身 者3.375ポ ン ド(週 額),夫 婦5.45ポ ン ド で あ った の

が,1975年4月 には そ れ ぞれ11.60ポ ン ド,18.50ポ ン ドと3倍 余 に 増 加 され た。

しか しこれ(夫 婦 給 付 額)を 対 平均 賃 金 比(製 造 業 お よ び そ の他 産 業 の21歳 以

上 男 子 平 均 週 賃 金)で み る と,1964年 の30.1%か ら75年 の32.5%と ほ ぼ30%の

水準 に あ り,対 平 均 賃 金比 でみ るか ぎ.り給 付 水準 の改 善 が な され た とは い いが

た い25)。 周 知 の よ うに,.ILO条 約 に よ る 年 金給 付 水 準 は 従 前 所得 又 は 給 付 時

の普 通成 年 男 子労 働者 の賃 金 の40%(ユ02号 条 約)な い し45%(128号 条 約)を

支 給 すべ きで あ る と して隔 る点 か らみ る と.そ の低 さは 明 白 で あ る。 また1966

年 に改 正 され た補 足 給 付 を み て も.改 正 され た1966年 と67年 に は改 正前 よ りい

く らか 高 ま ったが,そ の後 低下 しは じめ,1973年 以降 には 改正 前 の対 平 均 賃 金

比28.9%を 下 まわ るに 至 って い る。 次 に フ ラ ンス に つ い て み る と,民 間 労 働 者

を対 象 と した 拠 出 制 の 一 般 制 度 は1969年 現在 の平 均 年 金 額 は2,959フ ラ ン(同

年 の 最低 賃 金 の41.1%)で,こ れ は 同年 り拠 出 の 有 無 に か か わ らず 支給 され る

最 低 保 障額2,600フ ラ ン と大差 が な い。 そ して こ の最 低 保 障 額 は 現 業 被 用 者 平

均 賃 金 額 の17.6%(1968年)に す ぎ な い・ した が って拠 出制 の一 般 制 度 の平均

年 金 額 も現 業 被 用 者 平 均 賃 金 の20%程 度 にす ぎな い の で あ る26)。 これ に対 して

25)一 圓光弥,前 掲雑誌,4ペ ージ。.

26)上 村政彦,前 掲雑誌,82ペ ージ,お よび平山卓,フ ランスの社会保障.「レ7ア レソス」252号,
1972年1月,113ペ ージ。
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ス ウ ェ ーデ ンの年 金 制 度 は 非 常 に す ぐれ て い る。 カ ・.ル ・G・ ウ ワー に よ る と,;

す べ て の老 人 に与 え られ る墓 畔 年 金(夫 婦)は1963年 で 製 造業 の庫 年 男 子 の平

均 手 取 給 料 の40%な い し45%に 相 当 してい た⑳ 。 そ の上 に ス ウ 二 一デ ソ有業 人.

ロの8割 が カバ ーされ て い る 国民 追 加 年 金 制 度 が あ り,こ れ を加 え る ときわ め

て高 い年 金 額.が得 られ る こ とに な る。

次 に費 用 負担 の 問題 につ い て み て み よ う。 イ ギ リス で は1950年 か ら70年 まで

の20年 間 に 社会 保 障 費 は年 率9.2%で 増 加 し,そ の結 果,国 民所 得 に 占 め る社会

保 障 費 の 割合 は1950年 の9.6%か ら70年 の15.5%に ま で 上 昇 した。 この 国 の 社 会

.保 障 の特 徴 は そ の費 用 の大 部 分 が 国 に よ って 負担 され て い る こ とで.国 民保 険

と労 災 保 険 を除 い た補 足 給 付,摩 族 手 当,国 民 保 健 サ ー ビス.などは全 額 国 庫 負

担 な い しそ れ に近 い 負担 で あ り,国 民 保 険 と労 災保 険 の 国 庫 負 担 は15～17%で

あ る。 国民 保 険 に つ い て労 使 負担 分 を み る と,1960年 ま では 雇 主49:被 用者 本

人51,1961年 折 半,68年53=47,69年54=46と 雇 主 負 担 分 が い くらか 高 くな っ

て きて い る28)Q

フ ラ ンス の社 会 保 障 費 はユ960年 を100と す る と71年 に は458と 大 幅 に 増 加 して

い る。 この 国 の社 会 保 障 財 源 の特 徴 は 当事 者 の保 険 料 に よ っ て賄 わ れ,国 庫 負

担 が 少 な い こ とで あ る。 した が って フ ラ ンス の社 会 保 障 の財源 を み る場.合に は

労 使 の保 険 料 率 をみ る こ とが きわ め て重 要 であ る。 社会 保 障 の全 部 門 につ い て

み る と,1951年1月 か ら71年1月 の 間 に 被 保 険 者 の保 険 料 率 は1回(0.50%)

引 き上 げ られ た だ け であ るの に.,使 用 者 は4回(2.70%)も 引 き.トげ られ,そ

の 結 果,71年1.月 に は 被 保 険 者 が 負 担 す る保 険 料 率 は6.5%で あ るの に対 し,使

用 者 は32.7%と 使 用 者 の 負 担 率 が 著 し く高 くな って い る29)。

・ス ウ ェー.デンでは1964～71年}ご お け る 社会 サ ー ビス 支 出 の年 平 均 増 加 率 は

27)カ ール ・G・ ウワー 「スウェーデンの社会保障制度」,山上賢二郎訳,八 千代出版,1975年,

73ペ ージ。

28)一 圓光弥,イ ギ リスにおける社会保障制度とその費用負担,「国際社会保障研究.「第17号,1976

年3月,19,25-31ペ ージ。
29)上 村政彦,フ ランスにおける社会保障制度 とその費用負担,「国際社会保障研究」第16号,1975

年9月 ・6　 10ページ・ ,..・
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16.8%で,こ の 間 に お け る経 済 成 長 率10.2%(年 率)を 上 まわ り,対 国民 所 得 比

は20%を 超 え て い ろ。 これ を負 担者 別 に み る と・1960～71年 の 間 に 疾病 保 険 は

.国庫 負担.と被 雇用 者 負 担 が 減 少(そ れ ぞ れ23.4%→16.0%.46.2%→29.3%)し,

雇 主 負担 が増 え て い る(29.0%→53.0%)。 基 礎年 金(雇 主 拠 出 金 な し)で は 国

庫 負 担金 が増 え(433%→59.6%),被 保 険者 拠 出 金が 減 少 して い る(40.1%→

28.9%)。 追 加 年 金(国 と地 方 公 共 団 体 負 担 な し)は 雇 主 拠 出金 が 減 少 し てい る

(97.3%→68.2%)が,そ れ にか わ って 利 子 ・基 金 か らの 繰 入 れ が 増 え てい る

(2.7%→28.2%)。 しか しこれ は 資 本 家 の拠 出金 につ い た もの で あ るか ら,追 加

年 金 の 負 担 は 実 質 的 に は ほ とん どす べ て 雇 主 負 担 であ る30)。

以 上 に み た 給付 水 準 と費 用 負 担 の 現 状 か ら,筆 者 は 資 本 主義 の も とで 「必 要

に応 じた 分配 」 原 則 の 一層 の拡 大,老 人 の生 存権 の発 達 の た め には 次 の 二 点 が

絶 対 に必 要 で あ る と考 え る。 一 つ は 労働 者 の 賃金 ・生 活 水 準 の 上 昇 と国 民 的 最

低 限 の確 立 で あ り,二 つ は老 人 扶養 の費 用 を 国家 と資 本家 の 負 担 に 帰 せ しめ る

こ とで あ る3D。 第 一 の 点 に つ い て み る と,ス ウ ェーデ ンを除 い た イ ギ リス とフ

ラ ンス の年 金 の給 付水 準 は まだ まだ低 か った が,そ の 基 本 的 原 因 の 一 つ に労 働

者 の 低賃 金 ・低生 活水 準 とい う問題 が あ る。 労働 者 の 賃 金 が 低 く,そ の 生 活 水.

準 が 低 い 状態 で は 決 して老 人 の 福祉 は 高 水 準 であ りえ ない 。 そ れ は 資 本 主義 の

も とで は 労働 能 力 が な い人 々の 福祉 水準 は そ れ が あ る人 々 の水 準 を超 え る こ と

が で きな い とい う一 般 的意 味 に お い て だ け で な く,よ り具 体 的 には 国 民 福祉 の

水準 は労 働者 の拠 出 に依 存 せ ざ るを えな い か らで あ る。 イ ギ リスは 第二 次 大 戦

後 ベ ヴ ァ リッ ジ ・プ ラ ンの も とに均 一 拠 出 ・均 一 給 付 の 国 民保 険制 度 を 採 用 し

たが,均 一拠 出 の も とで は 低 賃 金 労 働者 も拠 出 し う る低 い 水準 の額 に決 定 され

ね ば な らず,そ の た め に 国 民保 険,と くに年 金保 険 の給 付 改善 に お い っ かず,

30)石 本忠義,ス ウェーデンにおける社会保障制度とその費用負担,「国際社会保障研究」第17号,

1s761一=3月,6,9-10ペ ージ,

31)こ の二つの条件の他に当然生産力水準が高 くなければな らないのは自明である。周知のように,

封建社会では生産力の低さのために老人の遺棄,殺 人がお こなわれだ。 しかし今 日の発達した資

本主義国では生産力の低さは問題とならない。それはこれ ら諸国の巨額の軍事費や交際輩などの

不生産的支出をみれば明らかである。
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保 険 財 政 の 危 機 に 瀕 した 。 そ の 結 果,1961年 に年 金 部 門 に,1964年 には 年 金 以

外 の 国 民 保 険 に も所 得 比 例 制 が 採 用 され た が なお 保 険 財 政 の改 善 に役 立 た ず,

1975年4月 か らは つ い に 拠 出 に お い て は 所 得 比 例 制 を,給 付 にお い ては 均 一 給

付 を採 用 す る よ うに な った、 この 改 正 は もっぱ ら保 険 財 政 上 の理 由 に よ る もの

で あ り,し か も所 得 税 の 増 加 も加 わ って 低 所 得 層 で も負 担 の 増 加 が 大 き くな っ

て い る32)。上 述 の よ うに,年 金 額 を対 平均 賃 金 比 で ほ.ぼ一 定 に 保 つ の で さ え労

働 者 の 負担 能 力 い っぱ い の 拠 出 を しな け れ ば な らな い とす れ ば,給 付 水 準 の 一

層 の 改 善 は 困 難 とい わ ざ る をえ な い。 した が って給 付 水 準 の よ り以 上 の 改 善 の

た め に は 労 働者 の 賃金 ・生 活 水 準 の 上 昇 が 不 可 欠 な の で あ る。 と こ ろが1960年

代 に お こな わ れ た 各種 調査 に よ る と,イ ギ リスの 全 人 口 の9%近 い 約500万 人

が 政 府 の ナ シ ョナ ル ・、ミニ マ ム以 下 の 生 活 を して い た ので あ り33),ボ ー ダ ー ・

ライ ン層 を含 め る と この 数 もは るか に 多 くな るだ ろ う。 こ う した 貧 困 な人 々が

多 く存 在 す る こ と こそ イ ギ リス の 社 会 保 障 制 度 を,し た が って 年 金 の給 付 改 善

をお くらせ て い る重 要 な原 因 の一 つ な の で あ る。

次 に 第 二 の 点 に つ い て み て み よ う。 先 に 指 摘 した こ とか ら もわ か る よ う に,

ヨ ー ロ ッパ 諸 国 の 社 会 保 障 財 源 の変 化 にみ られ る特 徴 は 第 一 に,国 家 ない し地

方 公 共 団 体 の 負 担 が 増 加 して い る こ と,第 二 に,雇 主 負 担 分 の比 率 が 高 くな り,

被 保 険 者 負 担 の割 合 が 低 下 して い る こ とで あ る。 こ の こ とか ら きわ め て重 要 な

結 論 を導 き 出 し う る。 そ れ は これ ら諸 国 では もは や 労 働 者 の拠 出金 には 依 存 し

え な くな っ てい る`こと34),し た が って 社 会 保 障 や 老 人 の生 存 権 を よ り一 層 発 展

させ るた めに は 資 本 家 の負 担 と国 家 の負 担 を増 加 させ る こ とが 不 可 欠 だ とい う

こ とで あ る。 川 口弘 氏 は ス ウ ェ ー デ ン につ い て,社 会 保 障 費 の企 業 と国 家 の負

担 が 高 い こ とを指 摘 し なが ら,同 時 に法 人 税 率 は 減 価 償 却 規 定 が あい まい で あ

32)一 圓光弥.イ ギ リ子の社会保障の最近の動向,14-15ペ ージ。

33)A・B・ アトキソソソ 「イギリスにおける貧困と社会保障改革」,田 中 ・今岡認 光生館.

1974年,23ペ ージ。

34)川 口氏はスウェーデンの労働者の所得税は平均年収の35～41%に 達 し,逆 累進的付加価値税の

導入(1969年)も 加わ り,国民の負担が高まワている,と 指摘 してい る。川「1「福祉国家の光 と

影⊥154ペ ージ。
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る こ と,無 税 の投 資 基 金 制 度,在 庫 準 備 金 制 度 な どに よ り,先 進 工 業 国 の 中 で

最 も有 利 な税 率 で あ る,と 指 摘 して い る35)。 この こ とか ら もわ か る よ うに,ス

ウ ェー デ ンの よ うに老 人 福 祉 が 最 も発 達 した 国 で も,そ れ は 労 働 者 の 重 い 負 担

に よ って な され た の で あ って,な お 資 本 家 の 負 担 を高 め る こ とが 可 能 で あ り,

それ に よ って一 層 老 人 福 祉 を発 展 させ る こ とが可 能 なの で あ る。 フ ラ ン スで も

今 の と ころ そ の効 果 は 大 きい とい えな い が,老 人 福 祉 の 財 源 を大 き な利 潤 を得

た企 業 に 負担 させ る国 民連 帯基 金 制 度 が 実 施 され て い る。 老 齢 保 障 を発 展 させ

るた め に は この 制 度 の よ り以 上 の 発 展 が 必 要 で あ ろ う。

要 す るに,資 本 主義 の も とで 老 人 の 生 存 権 の 一 層 の発 展 のた め には,労 働 者

階 級 全 体 の 生 活 水 準 の 上 昇 と国 民 的 最 低 限 の確 立,.な らび に社 会 保 障 費 用 の国

家 お よび 資 本 家 負 担 の 一 層 の 増 大 が 不 可 欠 な の で あ る。

要 約

(→老 人 の生 存 権 が 発 達 しは じ めた のほ 独 占段 階 以 降 で あ り,そ れ が ほ ぼ 確 立

され て くる のは 第 二 次 大 戦 後 の国 独 資 段 階 で あ る。

⇔ 独 占 段 階 以 降,こ とに 国 独 資 段 階 に 老 人 の 生 存 権 が 確 立 され る よ うに な っ

た のは.,労 働 者 階 級 の闘 争 力 と社 会 的 権 利 が 高 ま り,そ の生 活 水 準 が著 し く上

昇 した こ と,し か しそ の こ とに よ っ てか え っ て独 占段 階 以 降 労 働 力 の価 値 と賃

金 の乖 離 が 恒 常 化 し,生 活 基 盤 が 脆 弱 化 した こ と,そ の た め に老 人 の私 的 扶 養

が 困難 とな る と同時 に,老 人 以外 のす べ て の労 働 者 諸 階 層 が 貧 困 に転 落 す る危

険 性 が 強 ま り,か く して 国民 的最 低 限 の 生活 を保 障 す る の が 国家 の義 務 とな る。

そ の結 果,老 人 も この 国 民 的最 低 限 の 生活 に も とづ い て社 会 的 に扶 養 され るよ

うに な り,生 存 権 を持 つ に至 るの で あ る。

⇔ 社 会 保 障制 度 や老 人 の社 会 的扶 養 の発 展 は資 本 主 義g)基 本 原則 で あ る 「労

働 に応 じた分 配 」 の原 則 を廃 止 す る こ とは で きな い が,部 分 的 に修 正 す る.もの

で あ る。 そ して 「必 要 に応 じた 分 配 」 原 則 を よ り以 上 に発 展 させ るた め に は 第

35)川1口,前}高 書,151ペ ージ,240ペ ージD
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一 に ,労 働 者 の生 活 水 準 の よ り一 層 の上 昇 と国民 的最 低 限 の生 活保 障 の 確立,

第 二 に,社 会 保 障 費 用 の国 家 と資 本 家 負 担 の一 層 の増 大が 必要 で あ る。 現 代 の

ヨー ロ ッパ諸 国 の老 人 扶 養 妹発 展 しっっ あ る が な お 問題 が 多 い。 そ れ は まだ 多

く存 在 す る貧 困 の 問題,ま だ少 な い資 本 家 の 負担 な ど,こ の二 点 に なお 改 革 の

余 地 が あ るか らで あ る。 そ もぞ も現 代資 本主 義 は持 続 的慢 性 イ ンフ レを さけ る

こ とが で きず,そ の た め に老 後 の生 活設 計 が 困難 とな って い るの で あ るか ら,

老 後 の社 会 的 扶養 の責 任 は この イ ン フ レ を もた ら し,そ れ に よ って 利 益 を得 て

い る 国家 と資 本家 が 負 うの が 当 然 な ので あ る。

口


